
会場：㈱ｸﾞﾘﾌｨﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

会議室

【日時】
2018年

4月22日（日）

14：00～16：00
（受付13：30～）

参加費
無料
〈予約制〉横浜中央会場（1０名様限定）

認知症になった場合、銀行や不動産等の取引が
できなくなる事をご存知ですか？
今までは、後見人制度でしか対応できませんでした。
全く新しい形の家族のための介護対策、
それが家族信託です！

講師が実際に取り組んでき
たことを中心に、家族信託
をわかりやすくご説明いた
します。
どなたでも、お気軽にご参
加ください。

家族信託 コンセプト 検索

住所：横浜市西区高島2-6-32
横浜東口ｳｨｽﾎﾟｰﾄﾋﾞﾙ8F

交通：みなとみらい線「新高島駅」徒歩3分、

各線「横浜駅」徒歩6分

新高島駅

横浜駅

ｸﾞﾘﾌｨﾝ・
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

会場案内図

【講師】本間 弘一

有限会社コンセプト 代表
MSC国際行政書士事務所所属

家族信託普及協会 会員
相続診断士



電話：045-325-9351
（受付時間：土日祝除く 9時～18時）

FAX：045-325-9352
Mail: info@concept-mngmt.com

有限会社コンセプト 担当 本間まで

お申込は、お電話・FAX・メールで

FAXお申込書（4月22日）

お名前 様

人数 名

ご住所

電話番号

無料個別相談を
ご希望の場合は
○を付けてください

相談希望
○を付けた方には、
後ほど連絡させて
頂きます


